
議案第72号

尾道市福祉保健施設設置及び管理条例の一部を改正する条例案を次の

とおり提出する．

平成26年2月24日

尾道市長平谷祐宏

尾道市福祉保健施設設置及び管理条例の一部を改正する条

例案

条 例第号

尾道市福祉保健施設設置及び管理条例の一部を改正する条

例

尾道市福祉保健施設設置及び管理条例（昭和58年条例第12号）の

一部を次のように改正する。
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に改める。

別表2の2
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に改める。

付則

（施行期日）

1この条例は、平成26年4月1日から施行する。

（経過措置）

2改正後の別表1及び別表2の2冷暖房装置使用料の表の規定は、

この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適

用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の

例による。

提案理由

消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、福祉保健施設の使用料の

額を改めるための条例改正である。
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議案第72号尾道市福祉保健施設設置及び管理条例の一部を改正

する条例案について

尾道市福祉保健施設設置及び管理条例新旧対照表

（傍線の部分は改正部分）

別表1(第11条及び第16条関係）別表1悌11条及び第16条関係）
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別表2儲11条及び第16条関係）別表2儲11条及び第16条関係

複合施設附属設備使用綱複合施設附属設備使用料
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